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論 文 内 容 の 要 旨

一、 この論文は、現存徒然草の諸本を検討 し、その本文を比校 し、原作への復原を検討 して、

その成立形態 ・時期を推定、作者の意図したところを正 しく解釈すべき基礎研究を主としたもの

ぞある。

徒然草の本文は、従来ほとんど異本 と称すべきものがないと考えられていたのであるが、正徹

書写本発一見以来その本文の異同が注 目せ られ、兼好の初稿本と精撰本との存在の有無が問題 とな

り、志写本 ・古刊太の太文が再険討されるようになってきたのであるσ しか し、正徹書写太 ・陽

明文庫蔵本 ・嵯峨本等についてはある程度詳細な検討がされたのであるが、徒然草の現存諸本の

太丈を検討 比較 したものとしては鈴木知太郎氏の諸本解説(山 田孝雄箸 ・徒然草 昭雑 窒8年 ・&

月宝文館発行の巻頭論文)以 外には今日まで他に見ることはできないのである。 しかしこれ も詳

細には論述されていないのであり、その後に発見された重要な写本も存在 しているのである。川

瀬一馬氏の諸太解説(っ れつれ種正徹広 昭和6年5月 、文学社発行、巻末「徒然草研究書目」)

富倉=二郎氏の諸本解説(兼 好法師研究 昭和12年4月 、東洋閣発行 「兼好法師研究書巨」)、

金沢文庫発行の徒然草書 目などには現:存諸太の解i説がされているが、これらは簡単な書 目解題セ
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あ って、 そ の太 文 の異 同 につい てはほ とん どふ れて い ない の で あ る。 この論丈 は第 一 に 現存 諸太

の本文 を 比校 」 そ の異同 を明 らか にす ると と もに、 それ ら談太 の伝来 の系統 を考 察 し、 兼 好 の

原 作 の推 定 をし よ う と した の で あ る。 そ の ため には、 まず徒 然 草 の校太 の作成 が必 要 で あるの で、

現存 諸 太 の所存 の明 らか な もの を検 討 し、 そ の うち重 要 な広文 を もつ もの と考 え られ る もの を と

りあげ て校 本 編 を作 成 した の で ある。 つ い で この校本 編 に よoて 諸本 の系 統 鷺考察 し、 そ の系 統

を嵯 峨 本 系 ・貞徳 広 系 。桂 宮本 系 ・正 徹太 同類 本 系 の四 系 統 に分類Lそ れぞ れ の 系統 に属 す る

諸本 の太 文の特 徴 を明 らガ・に して、 そ の太 文 の特 徴 よ り兼 好 の原作 の推定 を考 察 した ものが太 文

研 究編 で ある。 従 って太文 研 究 編は 、 最 初 に各 系統 に属 す る諸 太 の太 丈 を検 討 し、 そ れ に よって

徒 然草 の原 作 の推定 を考 察す る と と もに、 そ の成 作 の時 期 の推定 に 及ん だ もので あ る。 徒 然草 の

成立 年代 に つ い ては橘 純一 氏 の説 が ほ とん ど定 説 とさ れ て来 てい るの で あるが、 右 の太 文 の検 討

と、氏 の論述 上 の誤 謬 の 訂正 とに よ って、 その 時期 の決 定 を修 正 した もの であ る。解 釈 編 は校 広

の作 成 に伴 って従来 の 解釈 上 の疑 問 とされ てい た もの につ いて、 これ を解 決 し得 られ る もの、解

釈 上か ら考 え て嵐文 の 異同 のいず れ が原 作 で あ るか を推定 し得 る もの を考 察 す る こ とに重点 を 澄

い たの であ る。 従 って従来 の解釈 で 異論は な く、 問題 の存 しない もの につ いては 、 この解釈 編 で

は一 々 これ を述 べ る こ とを舎略 した。 人物 。地名 等 につ いて は、 徒 然 草 の成立 に直 接関係 の あ る

もの につ い て は、 太 文 の異 同 の あ る ものは もち ろん これ を検 討 し、 原作 の推 定 を した ので あ るが、

本 文の 異 同 の な い もの につ い て も成立 に関係 の あ る もの につ いて は、 これ を詳 説す る こ と と した

の であ る。

二 、校 本 作 成 につ い ては、 古写広 は五 十 数本、 古刊 単行 太 は約 四十 氷、 古註釈 書 の太文 につ い

ては三 十数 太 を 比校 し、 そ の うち底 本 には 鳥丸 光 広奥 書 刊本 を用 いた。 そ れは、 諸 本 の うちも っ

と も原 作 の形 態 に近 い と推 定 され る嵯 峨本 系 に属 し、 近 代 の徒 然 草研 究 が この 本 を基礎 と した も

のがほ とん ど で ある関係 か らで ある。 比校 に あた って は右 の百数十 本 中、 それ ぞ れ の系統 の代 表

的 な太丈 を もつ もの とみ られ る左 記 の諸本 を と りあげ る こ とと した。
り り

(一)嵯 峨本系 烏匁光広奥書刊:衣く底水)、 鳥丸光広奥書書写本、嵯峨汰、杉田艮庵刊
む む

太、偏易書写本、家蔵第二本、田中忠三郎氏蔵写太、伝中和門院書写本 明暦四年刊太
む む ロ む

(二)貞 徳本系 万治二年刊嵐、小堀遠州書写本、整版十一行本、家蔵第一太、範炊書写
む

宏、伝元政上人書写;衣、家蔵第三太、家蔵三冊太、 木活字十行本、木活宇十一行本
む くコ リ

(三)桂 宮本系 桂宮添 宝玲文庫旧蔵第=二本、東坊城大納言奥書太、御所本、王堂蔵本、
0

八坂神社蔵太、伝常縁書写:本
む セ む くエ

(四)正 徹本同類本系 正徹書写太、延徳氷、陽明文庫蔵太、宝玲文庫旧蔵本

この うち、0印 を付 したものは、漢字が仮名書きに、仮名が漢字に表記されている相異点まで
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校合 す る こ とと した。 そ の理 由 は、 漢 字 仮名書 きの相 異が 原作 の姿 を推 定 し得 る場 合 が存在 し、

また嵯 嬢太 は嵯 峨 本 系 の、 万 治 二年 刊 太は 貞徳 本 系 の、 桂宮太 は桂 宮太 系 の、 正徹 水は 正徹 本 同

類 太 系 の、 それ ぞ れ 中心 的本 文 を も って い る もの と考え られ るか らで あ る。 偏 易本 、 家 蔵第二 本

は誤 写 も少 な く、 書 写年 代 も江 戸 初期 の もの で あ って、嵯 峨本 系太 文 決定 の重 要 な もので ある と

認 め たか らであ る。 田 中忠三 郎 氏蔵本 、 伝 中和 門院 書写本 は1嘩賎本 系 と しては やや 別系統 に属 す

る もの と考え られ るか らであ る。小 堀 遠州 本 と家蔵第 一本 は と もに江 戸初 期 の写本 で あ り、 貞徳

書写 本 の未 発見 の今 日に 澄い ては、 この系 統 の もの と して は重 要 な太文 を もつ もの であ り、整 版

十一 行 広 は江 戸初 期整 版太 と しては もっ とも古い刊 太 と認 め られ、 この 系統 の本 文 と して後 の刊

太 に影 響 を与 え てい る太文 であ るか らで あ る。 木 活字 十一 行本 の太 文 は 貞徳 本 系 と してはや や 別

系統 の もの と認 め られ るか らで ある。 桂 宮太 系 。正 徹 木 同 所本 系 の諸 太 は王 堂本 。延徳本 を除 い

ては す べて 前記 同様 の 比校 を した のは、 太 文 の 異同 が嵯峨 太 系 貞徳 氷系 に比 してか な りの個所 が

存 在 し、太 文研 究上 で看過 で きない もの で あるか らで あ る。 そ の他 の上 記 の諸 太 は、 本 丈 の異 同

の ある個 所だ け を校 合 し、 漢字 仮名書 きの相 異 までは 煩 を さけ て校合 しなか った。 前 記 以外 の単

行 太 に つい ては、 約 四十 太 の刊本 が あるが それ らの中 に は再刊 太 、求 版 太 が数 多 く存在 して いる

の で、 それ らを除 き、 初版 太 とみ られ る。 寛丈 七年 刊 太、 寛文 八年 刊太、 寛文 十年 刊太(松 会 版)

寛文十 年 刊 太(貞 徳 太)、 元腺 四年 刊太、 元緑 四年 刊 絵抄 太、 元緑 七年刊 本、 元緑 十一 年 干体 、

元交 五 年 刊太、 屋代 弘 賢校 訂太 をと りあげ、 その本 文 に 異同 の あ る個所 だ け を校 合 した。 註釈 書

の太文 につ い て ぱ 同様 に太文 の異 同 の ある個 所 だ け を校 合 す る こと と した の であ る。

校 合 に あた って は客 観的 に事 実 を明 らか にす る こ とに留意 し、 従 って明 らか に誤 写 誤脱 と認 め

られ る もの 以列、は、 誤 写誤 脱 の丈 字 を用い る こ と をさけ、 そ の応 文 の批判 に つい ては校 太 にお い

て述 べ る こ とを さけ、 批判 検 討 はす べ て太文研 究編 で述 べ る こ と と した。 また太 文 に他 本 の校 合

さ れた ものが蘭 々存在 して い るが これ もそ の ま ま記 載 校合 した。 そ れ はそ の本文 と他憲 との 関係

を示 し、 そ の系 統 を考 察す る資 料 と もな るか らで ある。

太 交 の校合 以 外 に 、章段 の切 り方 に相 異 の あ る ものはす べ て これ を明 記 す る こ と と した。 古写

本 の江 戸初期 ま での もの は、 そ の大部 分 が 行替 に よ って章 段 の 別が示 され てい る ので、 行 替 の有

無 を も明 らかに し、 写 衣 に よっては、 「 、又 は、 ○㌔ 一、 に よ 。て章段 の 別が示 され てい る も

の もあるが、 これ らにつ い て もそ の点 を明 らか に し、 江 戸初期 の後期 に な る と章段数 を付 した も

のが 次第 に多 くな って くるが、 これ も各 段 の最 初 に校 合 す る こ とと した。 これ は太交 の 異同 だ け

で な く、:章段の分 ち方 に も原作 の推定 の資料 が考 え られ、 各系 統 別 に ある程 度 の推 察が で きるか

らで ある。奥 書 ・刊 記 の あ る ものは、 上巻 末 に ある もの も下巻 末 に、 下 巻末 に ある ものは 下巻 末

に一 捻 して これ を記 載 した。

・丈 望6



以 上 の よ うな方針 で校太 を作 成 したの で あ る瓜 右 の諸太 の う ち既 に刊行 覆製 され 七 い る もの

は そ の広 丈 を比軟的 容 易 に見 る こ とは で き る ので ある。 しか し、 偏 易書 写本 ・御 所広 ・桂宮 太 ・

陽 明文庫 蔵太 はそ の存 在 が既 に紹 介 され てい るの で あ るが、 そ の全文 は未 だ世 に紹 介 され ては澄

らず、 家 蔵 第二 広、 伝 中 和門院 書写 本、 小堀 遠 州 書写 太、 木 活字 十行 瓜 同 じ く十一 行本、 家 蔵

第一 本、 宝 玲文 庫 旧蔵 第二 本 東坊 城 大納 言奥 書本 、 八 坂神 社蔵 太、 宝 玲文 魔 旧蔵太 は、 学 界 には

来 紹介 の本 文 で あ り、 しか もそ れぞ れ重要 な:本丈 と見 られ る もので あ るの で、 そ の全文 を詳細 に

校 合 し、 それ らに 他奉 との校 合 の存 在 してい る価所 は そ の校 合 の姿 に いた る まで記載 したの で あ

る。 従 ってそ れぞ れ の太文 の 扱 合 に したが ってい けは 、 漢字 仮名 の記 載 に い たる まで、 そ れ ぞれ

の太 文 が復原 で きるわ け で ある。 この薫 味 にゑい て こ の校 宏 は新 たに 前記十 四太 の復刻 を もかね

た もの と もい い・得 るので ある。

三、 本 文研 究 編は 、校 太作 成 に よって 詰本 の太交 の 異同 を明 らか に した と ころ に よ り、 第一章

には、 現 存 謎太 を、 嵯峨 太 系諸 本 と して十七 本 を、 貞徳 氷 系諸太 と して 四十 九本 、 それ に注釈 諸

太 と して四十 四太(う ち本文 全 部 を もつ もの は三十 数本 他 は語 句 の摘記 、 又 は評 論 を 主 と した

もの で ある。)、 桂宮 水 系諸本 と して十五 太、 正徹 太同 類太 系諸太 と しては七 太 をそ れぞ れ解 説

し、 これ らの太 丈 の 比校 よ り して、 そ の系統 を明 らか に し、他系統 太 との太文 の相 異 に よって、

太 文 の検 討批 判 を して、 原 作 に尤 も近 い もの を推定 した もの で あ る。 検討 批 判 に 際 して は、 誤写

と謂 め られ る もの、 煮改 と課 め られ る もの、 誤 脱 と認め られ る もの 、傍 記注 記 の混 入 と認 め られ

る もの につ い ては、 そ の原 因、 根 拠 を考察 し、 異 同の ある ものに つ いて は、 何 れか 原作 で あるか

を考究 推定 した の で ある。 ただ し、 原 作が 何 れ の本 文で あ った か を にわ かに は決 定 しが た い もの

につ い ては そ の理 由 を明 らか に して、独断 に よる決 定 を さけ る態度 を と づた。 この よ うに して、

前記 諸太 の各 系 統内 に 澄 ける伝 来 の位 置 づ け を して、 そ れぞ れの 関係 を明 らか に し、 更 に各 系統

の関係 を考察 して、 その 系統 の原 作 か らの分 派 の姿 を推察 した もの で ある。

右 の系 統分類 の決 定 は、 今後 新 資料 の発見 が あ って も澄そ ら く大 き く変 改 せ られ る ことは ない

と信 じる もの で ある。

第二 章 は、 四 系統 に分 け た 諸太 の性格 を総 括 的 に論 じ、 そ の結 果 と して、 嵯 峨 太、 光 広本 にみ

る太 文 が 比較的 に尤 も原作 に近 い もの と考え られ、 兼 好 の徒然 草 原 作 の形 態 ・本 文 は嵯 峨太 に お

い て尤 も近似 した もの が み とめ られ る もの で あ る ことを推定 した もの であ る。 さ らに、兼好 以外

に編集 者 が 別に存 在 してい る とい う説 につ い ては、 右 の結 論 より推定 して、 後入 の仮 托 に過 ぎな

い もの で ある こ とを論 じ、 この点 か ら も、 徒 然草 が 兼好 の手 にな り、 それ は嵯 峨 広 に近 い形 態 に

澄 い て成 作 さ れてい た もの で あ るこ とを推定 した。 つ い でそ の成 作 の時期 に つ い て考 察 を進 め、

まず、 兼好 の生 涯 につ い て従来 の説 を検 討 す る と と もに、 兼好 家集 、大 徳 寺丈 書、 後普 光園 院 百
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首 の裁 、薄 金年 子 氏蔵 の紡 古今 集巻 下 の奥 書、 法 金剛 院、 必 よび道 我 との親交、 これ らとの親交、

これ らとの陶係 か ら、 兼 好 の 出家の 時期 、 そ の事情 を考察 し、 更 に、 残 年 の観 応元 年 説 を観 応三

年秋冬 の頃、 六 十 八 才説 を推 定 した。 そ うして この生 涯 を も考 慮 して徒 然草 の成立 時期 を推 定 し

たの で ある。 成 立 時期 につ い ては近世 では 閑寿 の 集説 が もっと も注 目す べ き もの で あ って、 明治

以 後 に澄 い て、 閑 寿 の説 を発展 させ て、藤 岡作 太郎 。橘 純一 。富倉徳 次郎 ・佐 野保 太郎 らの 諸氏

が相 つ い で論 じて い られ るので あるが、 こ の うち橘 純 一氏 の説 が詳細 に理 路 整 然 と論 じられ 、元

徳 二二年十 一 月七 日以 後、 元弘 元 年十 月七 日以 前の三 百 二二十五 ケ 日(実 際 は それ よ り もな お少 な い

日数)の 間 に執 筆 作成 され た もの と論 じてい られ る の であ る。 ところが 氏 が時期 決 定 の資 料 と し

て と りあげ られ た 十七項 目 を検 討 す ると き、 訂正 す べ き項 目が存 在 し、 また この十七 項 目の処理

方 法 につ い て も妥 当 を欠 く点 が ある こ とを指摘 して、 とれ らを訂正 し、橘 氏 の成作 時 期 と決定 し

てい られ る もの よ りも、 そ の 前 後に か な りの年 月 が考 え られな ければ な らな い こと を論 じ、嘉 暦

の末 、 元徳 の初 年頃 か ら、 延 元二、 三 年の頃 ま での約十 年 間 の成 作 とみ るべ き もの で ある こ とを

'推定 した もの で ある
。

四、 解釈 の基太 は あ くま で も原作 者の 煮図 す る とこ ろを正確 に理 解 す る こ とでなけれ ば な らな

い。 そ のた やに は・ 作 者 の原作 が存在 しない で異太 の存 在 す る古典 にお い ては・ そ の太 文 を検 討

し、 可 能 なか ぎ り原 作 の姿 にかえ して解釈 しなけれ ば な らない ので あ る。 校 本 作成 の必 要 もそ の

ため に存 す るの で ある。 従 。て、 校 太 作 成 に よ 。て太文 の異同 を 明 らか に し、 原 作 の本 文 が何 れ

で あ るか を推 定 し、 原 作 の姿 に澄い て解釈 は す す め られ なけ れば な らな い ので ある。 そ れ は 同時

に作者 の他 の作 品、 当 時 の時代 思 溝 言語 語 法 の傾 向、 作 者 の年齢 。性 向 。教 養 等 の多 面的 な 考

察 が必 要 で あ 鉱 これ らを参 考 しつ つ、 原 作 の太 文 を推 定 して、作 者 の意 図 す る と ころ を理 解 す

る こ とが解 釈 の 第一 次的 な作業 でな けれ ば な らない と考 え る もの で ある。 そ こで こ の解釈 編 に 澄

い ては、 校 太 に よ 。て、 そ の汰 文 を原 作 の姿 に 澄 いて理 解す る ため の考 究 を中心 として、 原 作者

の 煮図 す る ところ を考察 し、 原作 の正 しい理 解 をす る こ とにそ の 主眼 を論 いた もの で あ る。

本 文 の上 に論 い て異 同 もな く、 従来 の註 釈書 に 澄け る解釈 に疑 問 の存 しない もの につ いて はな

るべ くこれ を省略 し、 宏 文 の上 に異同 が あ り、 ま た註 釈 書 に よ って異説 の存 す る もの につ い ては

これ を検 討 し、 原作 者 の煮 図 す る ところ を明 らか にす るこ と と した。 近世 の註 釈 書 が やや もす る

と、 羅 山の よ うに 儒教 的 に傾 い た り、 患空 の ように仏教 的 立場 に偏 しす ぎた り、 支考 が 俳論 の 立

場 か ら論 じて いる よ うに、 や や 自己 の好 む と ころに 従 って解 釈 を してい る よ うな のは、 原作 者 の

煮 図 を正 し く解 釈 す る とい う立場 か らは、 参考 とは な 。て も第 一次 的 の解 釈 としては正 しい態 度

とは い え ない ので ある。 こう した弊 に陥 らない よ うに、 で き るか ぎ 参客 観 的 な 態度 で考察 をす す

め る こ と とした の で あ る。 従 って異説 の何 とも決 定 しがた い場 合、本 丈 の 異同が何 れ が原作 と も
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決 定 しがた い場 合に 澄 い ては、 強 い て これ を決 定 す る こ とは独 断 に陥 る澄そ れが あ るの で これ を

さけ、 そ の理 由 を述 べ て両 説 を あげ て決 定 を保 留 す る こと と した。 な澄、 異説 の検 討 に際 しては、

それ を最:初に とりあげた 註 釈書 の説 を あけて、 そ の後 の註釈 書 が それ に従 って記 述 して い る もの

につ い ては 、そ れに 対 して新説 を 出 してい ない 限 りは一 々 これ を明示 す る煩 を さけ た。

以上 の よ うな 主 旨に よ って この解 釈 編 を作成 したの で あ るか ら、問 題 の存す る語 句 を のみ とり

あげ たの で、 通釈 につ い ては今 回.は省略 した の で あ る。 た た し、 入物 。官 職 ・地名 等 に つ いて は、

外イ 故イ 法イ

例 え ば、 量餉 段 の 「六 位 内認 康綱 」 。.206段 の 「徳 大寺 右 大臣殿 」 。220段 の 「浄 金 醐院 」

な どの よ うに古 写本 に よ って本 文 に 異同 の あ る もの を と りあげ た こ とは言 うま で もない の であ る

が、 異同 の ない もの で も、 徒 然 草 の成 立 の考察 に閨係 あ る もの等 重 要 な事 項 につ い ては これ を と

りあげ、 検 討 し詳説 す る こ と と した。 また、先 行 作 品の章 句 を引用 した とみ られ る もの、 又 は 解

釈 上参 考 とすぺ.き先 行作 贔 の章句 は解釈 上 の参 考 資 科 と して これ を示 す こと と した。

これ を要 す るに、 この 解 釈編 に とりあ げた ものは、 校 木 に よって本 文 に異 同 の ある もの、 異 説

の存 在 す る もの、 徒然 草 の成 立 に 関係 あ る もの を中心 と した もの で、 それ らに つい て検 討 を加 え、

作考 の煮図 す る ところを正 し く把握 す る こと を主眼 と し、 それ に、 太'文解 釈上 参 考 とす べ き引用

をあげ る こ とと した もの で あ る。

五、 校 窓作 成 は原 作 の推 定 の ため の第 一 次的 作業 であ り、 これ に よ って諸 太 の:本文 を 比較 検 討

して原 作 の推定 をな し、 そ れ に某 い て、 そ の作 晶 の正 しい解 釈 が され るの であ るか ら、 校太、 太

文 研 究、 解釈 は表 裏 一体、 一 貫 した作 業 で あ る。 この立 場 か ら、』氷 論丈 は、 校 本 編、 本交 研 究 編、

解 釈編 の三 編 を もって 寮 とめ た もの であ る。

論 文 審 査 結 果 の 要 旨 『

太 論文 は、 「徒 然 草 」の現存 諸 太 の本 文 を 比較検 討す るこ とに よ り、 原 作 の形 態 を推 定す る こ

とを主 た る 目的 とした もの で、 「校本 編 」 「本 文 研 究編 」 澄 よび 「解釈 編 」よ り成 る。

「校 太 編 」は 、鳥丸 光広奥=書本 を底 氷 と し、 現在 見得 る限 りの 主要 な古写太 、 古刊太、 古注 釈

書 の本 交 を比校 して、 太交 の異同 を示 した もの で あ る。 「徒 然 草 」の太 丈 の校 合 は、 早 くか ら部

分 的 には行 われ てい るが、 校 本 と して.整備 した ものは未 だ 出来 て い ない。 この校太 は、周 郵な

用 意 の下 に作成 され て信頼 度 が高 く、 「徒然 草 」.の研 究 に基礎的 な資料 を提 供 す る もの と して意

義 が深 い。

太 論 文 の主 体 を なす のは 「本文研 究編 」で ある。 「第1章 諸 本 の研 究 」に澄 いて は、末 交 の
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異剛(徴 して、諸本を(1)嵯峨太系(2)貞徳太系(3)桂宮本系 訟よび(4)正徹太同類太系の4系 統に

大別し、本文批判を行。て原作の形態を追求 している。(1)に属する嵯峨本、光広本の太丈に澄い

て、原作 に最 も近いものが認められるというのが、筆者の結論である。4系 統の諸太の性格 と原

作推定の問題は、 「第2章 徒然草の成立 」の初めの部分にもまとめて論述されている。その立

論には、 な澄慎重を期する余地があるとはいえ、従来の研究成果を踏まえ、諸本の系統づけなど

の点に澄いて、多分に向上 していることは確かである。第2章 では、進んで、 「徒然草 」が作者

兼好 とは別の者の手で編集されたとする旧説の不当な所以を明らかにし、成立の時期に関わる問

題として、兼好の出家の事情や没年を考察 して聴 くべき見解を述べている。最後に 「徒然草」の

執筆年代については、今まで有力祝されて来た説に検討を加え、嘉暦末年頃から延元2,3年 頃に

至る約10年 間に書かれたと推定しているが、一応成稿の後に加筆がなされたというようなこと

も考慮されるべきであろ う5「 解釈編」は、諸氷の間で太交に異同があり、または解釈上問題の

存する個所を取 り上げて吟味 したもので、諸説を批判しつつ自説を提示 している。語句丈章の解

釈や諸種の事実の網査の上で安易な点 も見られ、論述の岐路にわたり冗漫に流れるきらいもある

けれども、澄おむね穏当であり、太文の研究に資するところが少なくない。

な澄、参考論丈 「兼好家集」に詮いて、西荘丈庫旧蔵太を影印によって初めて公にすると共に、

校本 を作成 し、併せて同書に関する所見を発表 しているのは、太論丈 と相まって兼好の研究に寄

一与するものである。

以上の審査結果により、太論丈の筆者は、交学博士の学位を授一与される資格があるものと認め

られる。 昭和41年2月17日
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